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8平成 23（2011）年 12月号

　平成24年２月１日を期日として、経済センサス－活動調査が実施されます。
▼対象・調査内容　会社やお店をはじめ、私立学校や神社・寺院、病院、社会福祉施設などの「事業
　所」が対象となり、売上高などの経済活動も調査内容に含まれます。なお、調査内容は、統計作成
　の目的以外（税の資料など）に使用されることはなく、事業所の秘密は厳守されます。
▼調査結果の利用　国内総生産（ＧＤＰ）等の推計に利用されるほか、地方消費税を都道府県や市町
　村に交付する資料に利用されるなど、政策決定の資料として活用されます。
▼調査方法　１月中旬頃から調査員がお伺いしますので、事業所のみなさまのご理解とご協力をお願
　いします。なお、調査員は「調査員証」を携行していますので、訪問の際はご確認ください。
※経済センサスの実施に伴い、今年度の「工業統計」は、実施されません。
▼問合せ　企画政策課　☎ 492 − 2775

◆大阪労働局からお知らせ
　大阪労働局では、解雇、労働
条件等の労働相談を「アシスト
うめだ」をはじめ、労働局や府
内各労働基準監督署に設置の総
合労働相談コーナーで伺ってい
ます。ぜひご利用ください。
▼アシストうめだ・労働なんで
も相談室
○開設時間
　平日９時から 18 時
○大阪市北区梅田１− 1 −３
大阪駅前第３ビル 29 階
○フリーダイヤル（通話料無料）
　☎ 0120 − 939 − 009　

（一部地域を除く大阪府内固定
電話より使用可〈携帯電話、IP
電話等不可〉）
▼岸和田総合労働相談コーナー 
○岸和田労働基準監督署内
　☎ 431 − 3939

◆泉南警察署からお知らせ
■歳末警戒実施中
○ひったくりに注意
　自転車の前かごには「ひったく
り防止カバー」をつけましょう。
また、バッグは車道と反対側に持
ちましょう。
○オートバイ盗に注意
　ハンドルロックをし、補助錠
をつけましょう。
○空き巣に注意
　施錠を徹底し、二重ロックな
どの防犯対策を強化しましょう。
○振り込め詐欺に注意
　電話・メールなどで、架空の事
実を口実とした料金の振込みを
要求する「架空請求」や、電話で
親族、警察官、弁護士等を装い、
事故の示談金等の振込みを要求
する「オレオレ詐欺」などの振り
込め詐欺に注意しましょう。
○飲酒運転の撲滅
　運転する人にお酒を飲ませな
い、飲酒した人に車を貸さない、
飲酒運転の車に乗らない、を徹
底しましょう。
▼問合せ　泉南警察署
　☎ 471 − 1234

「経済センサス－活動調査」に
ご協力をお願いします！～事業所のみなさまへ～

　ボランティア活動やみんなで
取り組んでいる活動など、みなさ
んの活動を「岬だより」でご紹介
します。自薦・他薦は問いません。
楽しい記事をお寄せください。
▼募集要項　次の事項を 600
字以内にまとめて、郵送または
ご持参ください。
①活動されている個人又はグル
ープ名（代表者の氏名・連絡先
電話番号）
②活動内容の紹介（始めた時期、
動機、構成人数、活動場所、時
期、内容などのほか、特にＰＲ
したいことなど。）
③活動の紹介写真（１～２枚）
▼応募・問合せ
〒 599 － 0392（住所不要）　
　　役場　企画政策課　宛
　☎ 492－ 2775

「みさき創り」記事募集

毎月８日は

「こども安全デー」です！

毎月８日は

「こども安全デー」です！

　町内のこどもを犯罪から守るため、
みなさまのご協力をお願いします。

岬町教育委員会
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◆男性向け電話相談
　さまざまな悩みをもっておら
れる男性を対象として、電話相
談（24 時間）を実施します。
　職場や家庭のこと、人間関係、
ＤＶ、生き方、心や体のことな
ど、どんな些細なことでもかま
いません。経験豊かな男性相談
員がお聴きします。
　秘密は厳守しますので、安心
してご相談ください。
▼実施時期・電話番号
　12 月３日午前 7 時〜
　　　12 月 6 日午前 7 時
　☎ 06 － 6886 － 0022
▼相談料
　無料（通話料は相談者負担）
▼問合せ
○府民お問合せセンター（ピピ
っとライン）☎＃ 8001
○財団法人大阪市女性協会
　☎ 06 − 6770 − 7200（代表）
○大阪府府民文化部男女参画・
府民協働課
　☎ 06 − 6210 − 9321

◆農業委員会委員選挙人
　名簿の登録申請
　農業委員会等に関する法律の
規定により、農業委員会委員選
挙人名簿の作成のため、登録申
請を受付けます｡ 次の要件を満
たしている方は事務局まで申請
してください。
　選挙人名簿に登録されていな
い方は、農業委員会委員選挙で
投票することはできません。
▼要件
●岬町に住所を有すること
●満 20 歳以上の者（平成 24
年３月 31 日現在）

その他
◆町有地の売払い（一般
　競争入札）
　一般競争入札による町有地の
売払いを実施します。購入を希
望される方は、実施要領をよく
お読みいただき、内容を十分把
握したうえで、申込み手続きを
してください。
▼物件概要
○所在地　多奈川谷川 1624 番８
　ほか５件
○地目　宅地
○土地の面積
　104.11㎡〜194.47㎡
○予定価格
　206 万円〜 460 万円
▼入札参加申込受付期間
　12 月５日（月）〜 19 日（月）

（平日午前９時〜正午、午後１
時〜５時）
▼受付場所　総務課総務管理係
▼申請書類等配付
　12 月１日（木）から総務課
総務管理係で配付。（平日午前

９時〜正午、午後１時〜５時）
※岬町ホームページからもダウ
ンロードすることができます。
▼入札日及び場所
○入札日
　平成 24 年１月 17 日（火）　
※時間は申込物件により異なり
ます。
○入札場所　役場２階会議室
▼問合せ　総務課総務管理係

　☎ 492 − 2721　

　ごみ減量化対策の一環として、家庭用電気式生ごみ処理機の購入
費用に対し補助金を交付します。
▼対象者　次のすべてに該当する方
○岬町に住民登録をされている方（町税を完納している方に限る）
○生ごみ処理機を適正に維持管理できる方
▼補助内容
○補助金額　購入金額の２分の１以内（ただし百円未満切り捨て、
　上限３万円）
○補助台数　１世帯１台まで
▼申請方法　申請を希望される方は、次のものを持参のうえ、住民
　生活課窓口で申請してください。
○領収書、処理機設置後の写真、認印、補助金の振込先がわかるもの
▼問合せ・申込先　住民生活課　☎ 492－ 2714

生ごみ処理機の購入に補助金を交付します

●次の①〜③のいずれかに該当
する者
①耕作面積が 10 アール以上の
耕作業務を営む者
②①に規定する者の同居の親族
又は配偶者で年間 60 日以上耕
作に従事している者
③①に規定する一定面積以上の
農地について耕作の業務を営む
農業生産法人の組合員又は社員
であって、年間 60 日以上の耕
作業務に従事していると農業委
員会が認めた者
▼申請期限
　平成 24 年１月 10 日（火）
▼申請・問合せ　岬町農業委員
会事務局（産業振興課）
　☎ 492 − 2749
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10平成 23（2011）年 12月号

福　祉
◆平成 24 年大阪ろうあ
　者成人式
　大阪府内在住の新たに成人と
なったろうあ者（平成３年４月
２日〜平成４年４月１日生ま
れ）を招待して、先輩ろうあ者
から社会人になったことへの激
励と祝福を贈ります。
▼日時　平成 24 年１月８日（日） 
　午後１時〜午後４時
▼場所　大阪府谷町福祉センター
▼内容　第一部　式典
　第二部　アトラクション（新
成人を囲んでの懇談会など）
▼参加費　新成人、新成人の親
はすべて無料
▼申込方法　電話またはＦＡＸ
でお申し込みください。その際、
住所・氏名・生年月日・ＦＡＸ
番号が必要です。
※当日参加も可能です。
▼主催　社団法人 大阪聴力障害
者協会・大阪市聴言障害者協会

◆自衛官等募集
■陸上自衛隊高等工科学校生徒
　陸上自衛隊の技術陸曹を養成
する制度です。防衛大学・航空
学生への進学も可能（高校の卒
業資格が取得できます）。
▼寮費無償
　学生手当として月額 94,900
円支給
▼応募資格
　15 歳以上 17 歳未満の男子
▼受付期限
　平成 24 年１月６日（金）
※詳細はお問い合わせください。
▼問合せ
　自衛隊岸和田地域事務所

　☎ 426 − 0902　

募　集

◆府立南大阪高等職業技
　術専門校見学会・生徒
　募集（４月入校）
▼見学会（申込不要）
○ 12 月 13 日（火）
　午後 1 時 30 分〜午後 3 時
○１月13日（金）（体験実習含む）
　午後 1 時 30 分〜午後 4 時
▼生徒募集
●募集科目・人員
○自動車整備科・電気主任技術科
　訓練期間２年、30 名
○情報通信科・環境分析科・
Web システム開発科・車体整
備科　訓練期間１年、23 名
○ネットワ−クセキュリティ科
　訓練期間６か月、30 名
●願書受付
　1 月 10 日（火）〜 2 月 7 日（火）。
ハロ−ワ−クで受付
●選考試験　２月 23 日（木）
●合格発表　３月２日（金）
▼その他　授業料無料（教材費
等の実費は必要）
▼問合せ　大阪府立南大阪高等
職業技術専門校（和泉市テクノ
ステージ２−３−５）
　☎ 0725 − 53 − 3005　

―雇用保険を受給できない求職者の方へ―
職業訓練によるスキルアップで早期就職を！

「求職者支援制度」がスタートしました
　雇用保険を受給できない求職者の方が、職業訓練によるス
キルアップを通じて早期就職を目指すための制度です。
○「求職者支援訓練」または「公共職業訓練」を受講できます。
　（選考あり。）
　※原則として、受講料は無料、テキスト代などは自己負担。
○訓練期間中及び訓練終了後もハローワークが積極的な就職
　支援を行います。
○収入、資産などの一定用件を満たす方に、訓練期間中「職
　業訓練受講給付金」を支給します。
▼問合せ　ハローワーク泉佐野（泉佐野公共職業安定所）
　職業相談部門　☎ 463 − 0565

◆ 議会の 10 月の主な活動
４日　 和歌山岬第二阪和国道延伸
　　　 連絡協議会
６日 　農業委員会
　　 　大阪府町村議長会臨時総会
14 日   例月監査
18 日　消防組合例月出納検査
26 日　阪南岬消防組合臨時会
28 日　大阪府農業委員大会
　　　 阪南岬第二阪和国道延伸
           連絡協議会

▼申込・問合せ
　社団法人　大阪聴力障害者協
会事務局　西川
　☎ 06 − 6761 − 1394
　ＦＡＸ　06 − 6768 − 3833
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11 平成 23（2011）年 12月号

　平成 22 年度の税制改正で扶養控除の見直しと同居特別障害者加
算の特例措置が改組されました。所得税は平成 23 年分から、個人
住民税は平成 24 年度から適用されます。
※詳しくは岬町ホームページをご覧ください。
◆扶養控除の見直し
○年少扶養控除 ( 扶養親族のうち、年齢 16 歳未満
のものをいう。) に対する扶養控除が廃止されます。 
○特定扶養親族 (16 歳以上 23 歳未満 ) のうち、年齢 16 歳以上 19
歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分 (12 万円）を廃止し、扶
養控除の額は 33 万円となります。
◆同居特別障害者加算の特例措置の改組　
　年少扶養に対する扶養控除の廃止に伴い、所得割の納税義務者の
控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合におい
て、配偶者控除又は扶養控除の額に 23 万円を加算する措置が、特
別障害者に対する障害者控除の額 (30 万円 ) に 23 万円を加算し、
53 万円とする措置に改められます。（加算の対象が、扶養控除等か
ら特別障害者控除に振り替えられます。）
◆給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出
　（この改正内容は、平成23年1月1日以後に提出するものに
　ついて、適用されます。）
　扶養控除の見直しに伴い、給与所得者又は公的年金等受給者で、所
得税法の規定により扶養控除等申告書等を提出しなければならない者
に対し、個人住民税に係る扶養親族申告書の提出義務が課されます。
　これは年少扶養親族（年齢 16 歳未満の扶養親族）に対する扶養
控除は廃止されますが、個人町・府民税の算定（非課税限度額の算
定）に扶養親族の数が用いられるため、年齢 16 歳未満の扶養親族
の方を申告していただくというものです。 
▼問合せ　税務課課税係　☎ 492 − 2752

平成24年度から適用される個人住民税の税制改正
◆国民年金保険料、納め
　忘れはありませんか？
　国民年金保険料は、日本年金
機構からお送りする納付案内書
等により、毎月の保険料を翌月
の末日までに納めていただくこ
とになっています。
　保険料の納め忘れがあると、
将来受け取る老齢基礎年金の額
が少なくなったり、場合によっ
ては受けられなくなることがあ
ります。また、ケガや病気等が
原因で、万が一障害の状況にな
ったときに障害年金を受けられ
なくなったり、加入者が亡くな
ったとき遺族に支払われる遺族
基礎年金が受けられなくなって
しまうこともありますので、納
め忘れがないか、今一度ご確認
ください。
　なお、保険料の納付は口座振
替を利用すると、毎月納めに行
く手間がかからず便利でお得で
す。口座振替には前納制度（早割）
があり、通常の振替日は翌月末
ですが、当月末の振替にすると、
月々の保険料が 50 円お安くなり
ます。手続き等については年金
事務所にお問い合わせください。
▼問合せ　貝塚年金事務所

　☎ 431 − 1122　

◆商業・法人登記事務の取扱いについて
　大阪法務局岸和田支局の商業・法人登記事務は、平成 24 年１月 16 日（月）から大阪法務局堺支局
で取り扱います。
　会社・法人の登記に係る登記事項証明書及び印鑑証明書の交付事務（動産・債権譲渡登記に係る概要
記録事項証明書を含む）、印鑑カードの発行・廃止に関する事務及び電子証明書の発行・使用廃止に関
する事務（ただし、従前の管轄区域内に本店又は主たる事務所を置く会社・法人に限る。）は、引き続
き岸和田支局でも取り扱うほか、証明書については，インターネットまたは郵送によっても請求するこ
とができますので、ご利用ください。また、岸和田支局で交付された印鑑カードは、いずれの登記所で
も引き続き利用することができます。
▼ホームページアドレス　http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/
▼問合せ　○大阪法務局堺支局　☎ 072 − 221 − 2789・2790　○大阪法務局岸和田支局　☎ 438 − 6501
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12平成 23（2011）年 12月号

人 の 動 き

平成 23 年 11 月１日現在

税

世帯数
人　口   
　男　
　女

   ７，７７３  
１７，６７２人
   ８，３１１人
   ９，３６１人

（ー  ８）
（－１９）
（－　６）
（ー１３）

前月比

◆ 12 月の納税
■住民税　第４期分
　納期限　12 月 26 日 （月）
　納期限までに、お近くの金融
機関や郵便局で納めてください。
　銀行口座振替又は、郵便局自
動払込をご利用の方は、預貯金
残高をお確かめください。振替
日又は払込日は、12 月26 日（月）
です。
▼問合せ　税務課　納税係

　☎ 492 − 2765　

◆泉佐野税務署からお知
　らせ
■消費税の届出はお済みですか？
　平成 24 年分から新たに消費
税の課税事業者となる場合に
は、納税地の所轄税務署長に「消
費税課税事業者届出書」の提出
が必要です。また、平成 24 年
分から簡易課税制度を適用し
て申告する個人事業者の方は、
12 月 31 日までに「消費税簡易
課税制度選択届出書」を納税地
の所轄税務署長に提出する必要
があります。
▼問合せ　泉佐野税務署
　　　　　　　☎ 462 − 3471

◆泉南府税事務所からお
　知らせ
■「税収確保重点月間」
　大阪府では、12 月を「税収
確保重点月間」と定め、府内の
市町村と連携し、滞納者に対す
る徹底した催告や財産の差し押
さえなどを行い、納期内に納税
された方との税の公平性を確保
します。
▼問合せ　泉南府税事務所
　☎ 439 − 3601　

◆償却資産の申告
　会社や個人等で工場や商店な
どの事業を営んでいる方が、そ
の事業のために使用する構築
物・機械・工具・機器・備品な
どを「償却資産」といい、固定
資産税が課税されます。なお、
所有者が事業として他人に貸し
付ける場合も含みます。
　毎年１月１日現在で償却資産を
所有されている方は、地方税法第
383 条により申告が義務付けられ
ています。償却資産は減価償却
の対象であり、税務署への確定
申告により損金または必要経費
として処理される一方、町に対
しては、税務署に申告した減価
償却の対象となる資産の取得価
格と基本的に同額を償却資産と
して申告する必要があります。
　期限内に忘れずに申告してく

ださい。
▼申告期限　１月 31 日（火）
▼問合せ・申告先　税務課
　課税係　☎ 492 − 2757

年　金
◆高額医療・高額介護合
　算制度
　「高額医療・高額介護合算制
度」とは、世帯内の後期高齢者
医療制度の被保険者全員が、１
年間（毎年８月１日〜翌年７月
末）のあいだに支払った医療と
介護の自己負担額の合計額が基
準額を超えた場合、その超えた
額が支給される制度です。
　平成 24 年１月下旬頃に、平
成 22 年８月１日〜平成 23 年
７月 31 日までに支払った自己
負担額について支給の対象とな
る方に対して、お知らせと支給
申請書をお送りしますので、必
要事項を記入・押印のうえ、大
阪府後期高齢者医療広域連合に
返送してください。
▼問合せ
○大阪府後期高齢者医療広域連合
　給付課　☎ 06 − 4790 − 2031
※受付時間　平日の午前９時〜
午後５時 30 分
○保険年金課　☎ 492 − 2705

▼問合せ　保健センター
　☎ 492－ 2424

ほのぼのクラブ
親子交流・仲間づくりの場

ほのぼのクラブ
親子交流・仲間づくりの場

ＩＮ　望海坂第一集会所

▼時間
　午前10時～11時30分
▼育児相談　12月14日（水）
▼参加費　初回のみ１家族に
つき 300 円。以降３月まで
無料。
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各 種 相 談各 種 相 談各 種 相 談 ※くわしくはお問い合わせください。

相談業務名 日時等 場所・予約・問合せ

◆法律相談（予約制） 12 月 14 日（水）・28 日（水）
午後２時〜５時（定員６名）

役場住民活動センター
企画政策課　☎ 492 − 2775

◆行政相談 12 月 20 日（火）
午前 10 時〜正午

役場相談室
企画政策課　☎ 492 − 2775

◆障がい者相談

■役場相談室（要予約）
　12 月16 日（金）午後１時 30 分〜３時
■「まつのき園」相談室
　平日８時 45 分〜 17 時
※来所・訪問・電話・ＦＡＸ・メー
ル等で対応。なお、緊急の電話対応は、
相談員が 24 時間対応。
■「まつのき園」 出張相談（要予約）
　12月21日（水）午後１時30分〜４時

■役場相談室
　地域福祉課　☎ 492 − 2700
■「まつのき園」相談室
　☎ 471 − 6863 ／ FAX471 − 6868
　メールアドレス
　　soudan@helenkeller.jp
■「まつのき園」 出張相談
　役場相談室
　地域福祉課　☎ 492 − 2700

◆介護相談

■岬町地域包括支援センター
　土日祝日以外
　午前９時〜午後５時 30 分
■在宅介護支援センター淡輪園
　年中無休・24 時間体制

■岬町地域包括支援センター
　高齢福祉課　☎ 492 − 2716

■在宅介護支援センター淡輪園
　☎ 494 − 0789

◆教育に関する相談 月～金曜日（祝日は除く）
午後１時 30 分〜３時 学校教育課・指導課　☎ 492 − 2719

◆消費者相談 12 月 9 日（金）
午後１時〜４時

役場監査委員室
産業振興課　☎ 492 − 2749

◆人権相談

■役場住民活動センター
　12 月 6 日（火）・20 日（火）
　午後１時 30 分〜３時
■岬町人権協会多奈川事務所
　（文化センター内）
　月・火・木曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時
■岬町人権協会淡輪事務所
　（淡輪地域協議会）
　水・金曜日（祝日は除く）の午前
９時〜午後５時

■役場住民活動センター
　人権推進課　☎ 492 − 2773

■岬町人権協会多奈川事務所
　（文化センター内）
　　☎ 492 − 3270

■岬町人権協会淡輪事務所
　（淡輪地域協議会）
　　☎ 494 − 1508

◆総合生活相談 月〜金曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時 文化センター　☎ 492 − 0304

◆地域就労支援相談 月〜金曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時 地域就労支援センター　☎ 492 − 0341

◆障がい者就労・生活相談 月〜金曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時

NPO 法人障害者自立支援センター
　☎ 463 − 7867 ／ FAX463 − 7890

◆保健師健康相談 12 月 19 日（月）
午後１時〜２時 岬町立保健センター　☎ 492 − 2424

◆心の健康相談（予約制）12 月 13 日（火）　午後２時～４時、
20 日（火）　午前 10 時～正午 岬町立保健センター　☎ 492 − 2424

◆育児相談 月〜金曜日（祝日は除く）の
午前 10 時〜午後４時 30 分 子育て支援センター　☎ 492 － 1350

◆療育相談 月〜金曜日（祝日は除く）の
午前 10 時〜午後４時 30 分 こぐま園　☎ 492 － 1131

◆相続・遺言相談（予約制）12 月 20 日（火）午後１時～４時
※行政書士による相談を行います。

岬町立保健センター　
企画政策課　☎ 492 － 2775



広報岬だより平成23年12月号　平成23年（2011年）12月1日発行
編集 /発行　岬町役場　企画政策課〒599－0392　大阪府泉南郡岬町深日2000－1　
広報に関するご意見・問合せ☎072－492－2775（各課へのお問い合せは直通番号をご利用ください。）

※広報岬だよりは毎月8,000部を作成し、１部あたりの単価は14.6円です。（うち町負担は9.3円で、5.3円を広告収入で賄っています。)

施設名施設名 閉館期間閉館期間 業務開始日業務開始日

役場本庁
保健センター
文化センター
青少年センター
各保育所
子育て支援センター
淡輪公民館
アップル館

12 月 29日（木）～　
　　　１月３日（火）

１月４日（水）

※各保育所は、通常保育のため
早延長保育を実施します。

健康ふれあいセンター
12 月 30日（金）～　
　　　１月４日（水） １月５日（木）

こぐま園
12 月 23日（金）～　
　　　　１月５日（木） １月６日（金）

◆役場等の業務日

年末年始の業務等のお知らせ

年末年始の休日が、国や大阪府などの
行政機関の休日と同じ日になります。

　　　　収集地域収集地域
ごみの種類ごみの種類

淡輪・望海坂・深日（岬公園）淡輪・望海坂・深日（岬公園） 多奈川・孝子・深日（岬公園以外）多奈川・孝子・深日（岬公園以外）

可燃ごみ可燃ごみ
紙類・古着類紙類・古着類

年内最終日 12 月 29日（木） 年内最終日 12 月 30日（金）
年始開始日 １月５日（木） 年始開始日 １月６日（金）

プラスチックプラスチック
ごみごみ

年内最終日 12 月 30日（金） 年内最終日 12 月 29日（木）
年始開始日 １月６日（金） 年始開始日 １月５日（木）

全　　域全　　域

ペットボトルペットボトル 年内最終日 12 月 28日（水） 年始開始日 １月 11日（水）
空き缶・空ビン空き缶・空ビン 年内最終日 12 月 21日（水） 年始開始日 １月４日（水）

◆ごみ収集

◆粗大・不燃ごみ及び臨時ごみの収集受付
　年末の粗大・不燃ごみ及び臨時ごみの収集受付は 12 月 29 日（木）までです。年始は、１月４日（水）
から受付を行います。12 月 31 日（土）から１月３日（火）までの期間は収集しません。12 月下旬頃
の申込みは混雑が予想されますので、なるべくお早めにお願いします。
　ご家庭で不要になった家具や食器、蛍光灯などの粗大ごみ及び不燃ごみは、「粗大ごみ等処理券」を
お近くの取扱店で購入いただき、受付センターに連絡して予約された日時に家の前に出してください。

「粗大ごみ等処理券」を貼った粗大ゴミや不燃ごみを地域のごみ集積場に出されても収集しません。また、
粗大ごみ及び不燃ごみの美化センターへの直接搬入はできません。

▼粗大・臨時ごみ受付センター　☎488－3333　

※注意　平成 23 年４月から、毎月第１・第３水曜日が空き缶・空きビン、第２・第４水曜日がペット
ボトルの収集日となっています。第５水曜日は収集はありません。

▼問合せ　住民生活課　☎ 492 − 2714

▼問合せ　まちづくり戦略室秘書人事担当　☎ 492 − 2769


